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いじめ防止対策推進法条文 

 

【第２２条】 （学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

 学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，当該学校の複数の

教職員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの

防止等の対策のための組織を置くものとする。 

 

【第２３条】 （いじめに対する措置） 

  学校の教職員，地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護

者は，児童等からいじめに係る相談を受けた場合において，いじめの事実があると思われるときは，

いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

２  学校は，前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受

けていると思われるときは，速やかに，当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うため

の措置を講ずるとともに，その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

３  学校は，前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には，いじ

めをやめさせ，及びその再発を防止するため，当該学校の複数の教職員によって，心理，福祉等

に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ，いじめを受けた児童等又はその保護者に対

する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う

ものとする。 

４  学校は，前項の場合において必要があると認めるときは，いじめを行った児童等についていじめ

を受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等

その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 

５  学校は，当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっ

ては，いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きるこ

とのないよう，いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

６  学校は，いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連

携してこれに対処するものとし，当該学校に在籍する児童等の生命，身体又は財産に重大な被

害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し，適切に，援助を求めなければならな

い。 


